
　美里町に新たに転入する40歳未満のかたに、
新幹線定期券購入費の一部（毎月最大２万円）
を３年間補助します！

◎対象者
・町内に令和５年４月１日から令和10年３
月31日の間に転入（１年以内の再転入は
除く）したかた
・転入時に40歳未満（同居する配偶者でも
可）のかた
・継続５年以上居住する意思のあるかた
・世帯全員に、町税などの滞納がないかた
◎補助金額
　新幹線定期券の額から、普通定期券の額
および新幹線にかかる通勤手当を差し引い
た額の２分の１の額（月額２万円を上限）
◎補助金を受けられる期間
　新幹線定期券の有効期間（申請年度の前
年度は対象外）の初日から３年間

　将来にわたって活力ある地域社会を実現するため、新幹線を利用して
通勤または通学するかたに、新幹線定期券購入費の一部を補助します。

美里町新幹線定期券購入補助

問合せ＝総合政策課　まち創生係　☎76-1114

問合せ＝農業委員会事務局（農林商工課内）　☎76-5133
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QRコード

通　勤 通　学
　新幹線通学をする大学生などに、新幹線定
期券購入費の一部（毎月最大１万円）を在学
期間中補助します！

◎対象者
・町内に在住しているかた
・18歳以上30歳未満のかた
・本庄早稲田駅から片道50キロメートルを
超える区間の新幹線定期券を購入し通学
するかた
・世帯全員に、町税などの滞納がないかた

◎補助金額
　新幹線定期券の額から、普通定期券の額
を差し引いた額の２分の１の額（月額１万
円を上限）
◎補助金を受けられる期間
　新幹線定期券の有効期間（申請年度の前
年度分は対象外）の初日から在学期間中

条件を緩和しました！ 新規制度です！

上下水道課　業務係からのお知らせ　問76-1118

美里町浄化槽設置整備事業補助金交付制度

◎合併処理浄化槽にすると…
側溝などに排水される汚れが大幅に減少
悪臭や害虫の発生を抑制し生活環境が向上

補助金を利用して「合併浄化槽」へ転換できます補助金を利用して「合併浄化槽」へ転換できます

対象となる地域
浄化槽整備区域と公共下水道整備区域内の未供用
区域
※公共下水道供用開始区域と農業集落排水整備区
域は、対象外です。

対象となるかた
専用住宅で、単独浄化槽または汲み取り便槽を
10人槽以下の合併処理浄化槽に入れ替えるかた
※建築基準法第６条第１項に基づく建築申請を
要する新築、増築、改築に伴う場合は対象外
です。

最大補助金
※①浄化槽設置費（10 人槽）、②配管費、
③既設槽処分費補助の場合

補助基数に
限りあり！！

73万円

補助対象 補助金額
人槽区分

①浄化槽設置費
５人槽 352,000 円
７人槽 434,000 円
10人槽 568,000 円

②配管費 100,000 円
③既設槽処分費 62,000 円

　農業集落排水処理施設の十条処理区・沼上処理区については、10月１日から公共下水道区域へ編
入し、供用を開始します。使用料は、令和５年度末までは従来の定額制を維持し、使用人数による
算定となります。
　また、令和６年度からは水道の使用量に応じた従量制に変わります。
　皆さまのご理解ご協力をお願いします。

10月１日から公共下水道区域へ編入し供用開始します10月１日から公共下水道区域へ編入し供用開始します
十条処理区・沼上処理区の施設利用のかたへ

　消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）では、税率ごとに１回の端数計算を行うこと
が求められます。このため、５月請求分から、水道料金・公共下水道使用料の端数計算をそれぞれ
１回に変更します。
　これにより、同じ水道使用量でも１～２円程度のご負担をお願いする場合があります。
　皆さまのご理解ご協力をお願いします。

水道料金・公共下水道使用料の端数計算方法を変更します水道料金・公共下水道使用料の端数計算方法を変更します
水道・公共下水道の施設利用のかたへ

農業委員会委員を公募します‼
　美里町農業委員会委員の任期が 10月 25日をもって満了となります。そこで、６月から農業委
員および農地利用最適化推進委員を公募する予定です。
　それぞれの委員の任期は、令和５年 10月 26日から令和８年 10月 25日までとなります。女
性や青年のかた、熱意や識見のあるかたの積極的な推薦、応募をお願いします。
　詳しくは、広報みさと６月号でお知らせします。
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